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月
額
約
八
百
三
十
六
万
円
の
賃
借
料
が
発
生
し
て
い
る
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
の
旧
建
物
及
び
大
使
公
邸
に

関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
二
〇
五
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
の
新
建
物
へ
の
移
転
が
二
〇
〇
七
年
三
月
三
十
日
に
完
了

し
て
い
る
一
方
で
、
「
大
使
館
」
の
旧
建
物
と
大
使
公
邸
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
外
務
省
と
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
で
協

議
が
続
け
ら
れ
、
更
に
そ
の
一
部
が
現
在
車
庫
や
倉
庫
、
洗
車
場
等
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
「
大
使
館
」
の
旧
建
物
と
大
使

公
邸
に
つ
き
、
現
在
も
月
額
約
八
百
三
十
六
万
円
も
の
賃
借
料
が
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
を
含
む
こ

れ
ま
で
の
答
弁
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
三
月
十
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一

六
四
第
一
三
〇
号
）
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
様
に
、
そ
の
床
面
積
は
約
一
万
六
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
と
、
「
大
使
館
」

の
新
事
務
所
は
我
が
国
の
在
外
公
館
で
二
番
目
の
広
さ
を
誇
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
大
使
館
」
の
旧
建
物

を
車
庫
や
倉
庫
、
洗
車
場
等
と
し
て
月
額
八
百
三
十
六
万
円
も
支
払
い
な
が
ら
使
用
し
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
そ

の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

二

前
回
質
問
主
意
書
で
、
そ
も
そ
も
「
大
使
館
」
の
新
建
物
へ
の
移
転
が
済
ん
だ
今
も
、
旧
建
物
と
大
使
公
邸
の
取
り
扱
い

一



を
巡
り
、
ロ
シ
ア
側
と
協
議
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は

「
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
一
二
八
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と

お
り
、
大
使
館
の
旧
事
務
所
及
び
大
使
公
邸
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
先
方
と
鋭
意
協
議
中
で
あ
り
、
旧
事
務
所
の

一
部
建
物
及
び
大
使
公
邸
の
取
扱
い
な
ど
も
あ
り
、
協
議
は
完
了
し
て
い
な
い
が
、
協
議
内
容
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
、
先
方
と
の
関
係
も
あ
り
、
差
し
控
え
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
ロ
シ
ア
側
と
の
協
議
が

未
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
の
は
既
に
承
知
し
て
い
る
。
当
方
が
問
う
て
い
る
の
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
協
議
を
行
う
こ
と
と
な
っ

た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
お
尋
ね
の
よ
う
な
事
例
は
な
い
。
」
と
、
「
大
使
館
」
を
除
く
我

が
国
の
在
外
公
館
の
う
ち
、
「
大
使
館
」
同
様
、
新
建
物
へ
の
移
転
が
済
ん
で
か
ら
も
、
何
ら
か
の
用
途
で
旧
建
物
を
現
在

も
引
き
続
き
使
用
し
、
そ
の
賃
借
料
を
現
在
も
支
払
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
「
大
使

館
」
の
み
、
そ
の
旧
建
物
と
大
使
公
邸
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
所
在
国
で
あ
る
ロ
シ
ア
側
と
協
議
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
か
。
協
議
内
容
に
つ
い
て
問
う
気
は
一
切
な
い
と
こ
ろ
、
そ
の
理
由
の
み
に
つ
い
て
再
度
質
問
す
る
。

右
質
問
す
る
。

二


